
（別紙）

平成26年 3月 20日

平成２６年　第２回豊見城市議会定例会について（追加審議事項）
№

計：２件

1 議案第 30 号

2 議案第 31 号

計：３件

1 報告第 2 号

2 報告第 3 号

3 報告第 4 号

１，議案

専決処分の報告について
（（仮称）上田分離校屋内運動場新築工事（建
築））

専決処分の報告について
（（仮称）上田分離校校舎新築工事（建築）
（2工区））

　平成２５年第５回豊見城市議会定例会で議決された工事
請負契約について、数量等の変更が生じ、地方自治法第
180条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の
規定により、議会に報告するものです。

２，報告

専決処分の報告について
（（仮称）上田分離園園舎新築工事（建築））

Ｈ Ｐ 掲 載 資 料

議 案 № 案 件 等 内 容 等

工事請負契約の変更契約の締結について
（（仮称）上田分離校校舎新築工事（建築）
（1工区））

　工事にかかる請負契約の変更契約を締結したいので、議
会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す
る条例第２条の規定により議会の議決を求めるものです。

工事請負契約の締結について
（市道257号線橋梁上部工工事）

　工事にかかる請負契約の予定価格が1億5,000万円以上
となるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又
は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求
めるものです。


